
 
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

奈
良
県
規
則
第
五
十
七
号 

 
 

 

奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
五
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

第
六
条

二 

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
点
検

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
種
類
に
応

の

そ
の
他
の
劣
化

の
状
況

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

 

２ 

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
簡
易
な
広
告
物
又
は
掲
出
物

件

貼
り

貼
り

壁
面
に
直
接
塗
装
し
た
広
告
物

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
も
の

 

３ 

条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

地
盤
面
か
ら
広
告
物

又
は
掲
出
物
件
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
四

を
超

 

４ 

条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

 

一 

に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
又

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士 
 

 

二 

イ
に
規
定
す

る
登
録
試
験
機
関
が
実
施
す
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
点
検
に
関
す
る
技
能
講
習
を
修
了
し
た

者 

第
八
条
の
四
中

水
循
環
・
森
林
・
景
観
環
境
部
景
観
・
自
然
環
境
課

を

環
境
森
林
部
景
観
・

自
然
環
境
課

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

た
だ
し

第
八
条
の
四
の
改
正
規
定
は
令
和

六
年
四
月
一
日

第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

第
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項

に
係
る
部
分
に
限
る

は
令
和
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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